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利
根
川
・江
戸
川
有
識
者
会
議
に

関
す
る
質
問
主
意
書 

 

提
出
者 

 

三
宅
雪
子 

提
出･

平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
日 

回
答･

平
成
二
十
四
年
十
一
月
九
日 

  

本
年
九
月
二
十
五
日
、
十
月
四
日
、
十

六
日
と
、
立
て
続
け
に
国
土
交
通
省
関
東

地
方
整
備
局
が
利
根
川
・
江
戸
川
有
識
者

会
議
を
開
催
し
た
。
こ
れ
ら
の
会
議
を
傍

聴
し
た
市
民
が
目
の
当
り
に
し
た
も
の
は
、

有
識
者
会
議
の
審
議
が
事
務
局
（
国
土
交

通
省
関
東
地
方
整
備
局
）
の
主
導
で
行
わ

れ
、
有
識
者
会
議
の
主
体
性
が
大
い
に
損

な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
審
議
会

の
類
い
は
数
多
く
あ
る
が
、
今
回
の
有
識

者
会
議
の
よ
う
に
、
事
務
局
が
委
員
の
意

見
は
聞
き
お
く
だ
け
で
よ
い
と
露
骨
な
姿

勢
を
見
せ
る
の
は
、
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
例

が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
傍
聴

し
た
市
民
の
感
想
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実

り
あ
る
審
議
が
疎
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
よ
り
、
策
定
が
予
定
さ
れ
て
い
る
利
根

川
の
河
川
整
備
計
画
の
内
容
は
事
務
局
の

意
向
だ
け
の
も
の
に
な
り
、
現
在
及
び
未

来
の
利
根
川
流
域
住
民
の
安
全
を
本
当
に

守
る
計
画
が
つ
く
ら
れ
る
の
か
、
大
い
に

疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
議
論

さ
れ
て
い
る
の
は
利
根
川
・
江
戸
川
と
い

う
本
川
関
係
だ
け
で
あ
り
、
支
川
を
含
め

た
利
根
川
水
系
の
直
轄
区
間
全
体
に
つ
い

て
の
議
論
は
ど
う
な
る
の
か
、
明
ら
か
に

さ
れ
て
お
ら
ず
、
利
根
川
水
系
全
体
の
河

川
整
備
計
画
策
定
の
先
行
き
は
不
透
明
な

ま
ま
で
あ
る
。 

 
以
下
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
質
問

す
る
。 

 

一 

有
識
者
会
議
の
役
割
に
つ
い
て 

（一
） 

関
東
地
方
整
備
局
河
川
部
長
の
発

言 

 

十
月
四
日
の
利
根
川
・
江
戸
川
有
識

者
会
議
で
傍
聴
者
の
発
言
を
認
め
る
か

否
か
の
採
決
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
た
と

き
、
事
務
局
の
総
責
任
者
で
あ
る
泊

宏
・
関
東
地
方
整
備
局
河
川
部
長
は
「
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
、
事
務
局
が
決
め
る
」

と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
行
い
、
採
決
を

中
止
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
事
務
局
主
導
の
根
拠
は
有
識

者
会
議
の
規
約
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。 

 

規
約
第
九
条
（
雑
則
）
に
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
は
、
委
員
総
数
の
２
分
の
１
以
上

の
同
意
を
得
て
行
う
も
の
と
す
る
。」 

 

傍
聴
者
の
発
言
を
認
め
る
か
否
か
と

い
う
、
会
議
の
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、

有
識
者
会
議
の
委
員
が
所
定
の
手
順
を

踏
ん
で
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

河
川
部
長
の
上
記
の
発
言
は
明
ら
か
に

規
約
を
無
視
し
て
い
る
。 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を

示
さ
れ
た
い
。 

【回
答
】一
に
つ
い
て 

 

御
指
摘
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
利
根
川
・江
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戸
川
有
識
者
会
議
は
、
利
根
川
・
江
戸

川
有
識
者
会
議
規
約
（以
下
「規
約
」と

い
う
。
）第
二
条
に
規
定
す
る
と
お
り
、

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
長
（以

下
「
関
東
地
方
整
備
局
長
」
と
い
う
。
）

が
「
利
根
川
水
系
利
根
川
・
江
戸
川
河

川
整
備
計
画
（
案
）」を
作
成
す
る
に
当

た
り
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律

第
百
六
十
七
号
）第
十
六
条
の
二
第
三

項
の
趣
旨
に
基
づ
き
学
識
経
験
を
有
す

る
者
等
の
意
見
を
聴
く
場
と
し
て
設
置

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
運
営
に
つ

い
て
は
規
約
等
に
基
づ
い
て
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。 

 

（
二
） 

事
務
局
の
役
割 

 

有
識
者
会
議
に
お
け
る
事
務
局
の
役

割
は
規
約
７
条
２
項
で
、
「
事
務
局
は
、

会
議
運
営
に
係
る
庶
務
を
処
理
す
る
。」

と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で

会
議
運
営
に
係
る
庶
務
で
あ
る
。
有
識

者
会
議
の
指
示
に
基
づ
い
て
、
会
議
運

営
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
庶
務
を

担
う
の
が
事
務
局
で
あ
り
、
会
議
の
運

営
を
主
導
す
る
こ
と
は
規
約
で
定
め
ら

れ
た
事
務
局
の
役
割
を
超
え
る
行
為
で

あ
る
。 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を

示
さ
れ
た
い
。 

 

（
三
） 

利
根
川
・
江
戸
川
有
識
者
会

議
の
役
割 

 

十
月
四
日
の
有
識
者
会
議
で
、
河
川

部
長
は
「
有
識
者
会
議
は
委
員
の
意
見

を
聞
く
場
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
趣
旨

の
発
言
を
し
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
、
宮

村
忠
座
長
は
、「
有
識
者
会
議
は
事
務
局

が
委
員
の
意
見
を
聞
く
場
で
あ
る
。
個

別
に
委
員
の
意
見
を
聞
い
て
も
よ
い
く

ら
い
だ
。」
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
た
。

河
川
部
長
お
よ
び
宮
村
座
長
の
発
言
は
、

有
識
者
会
議
の
役
割
と
責
任
を
真
っ
向

か
ら
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

議
論
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
も
否
定
す

る
宮
村
座
長
の
発
言
は
座
長
と
し
て
の

責
任
が
問
わ
れ
る
発
言
で
あ
る
。 

 

有
識
者
会
議
や
審
議
会
と
い
う
も
の

は
、
各
委
員
が
意
見
を
述
べ
、
議
論
を

行
っ
て
認
識
を
深
め
、
そ
の
う
え
で
一

定
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と

は
社
会
常
識
と
も
言
っ
て
よ
い
。
利
根

川
・
江
戸
川
有
識
者
会
議
の
み
が
こ
の

社
会
常
識
か
ら
離
れ
、
意
見
を
聞
き
お

く
場
と
す
る
こ
と
が
罷
り
通
っ
て
よ
い

は
ず
が
な
い
。 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を

示
さ
れ
た
い
。 

（
四
） 

平
成
九
年
の
河
川
法
改
正
に

関
す
る
国
会
答
弁 

 

河
川
整
備
計
画
の
最
終
的
な
決
定
権

が
河
川
管
理
者
、
利
根
川
水
系
の
場
合

は
関
東
地
方
整
備
局
に
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
策
定

の
過
程
で
、
学
識
経
験
者
及
び
流
域
住

民
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
河
川
法
で
定
め
ら
れ
、
さ
ら
に
、

平
成
九
年
の
河
川
法
改
正
の
国
会
審
議

に
お
い
て
、
意
見
を
聞
き
っ
ぱ
な
し
に

す
る
の
で
は
な
く
、
極
力
反
映
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
次
の
と
お
り
、

当
時
の
河
川
局
長
の
答
弁
で
言
明
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
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衆
議
院
建
設
委
員
会 

一
二
号 

平

成
九
年
五
月
九
日 

 
「
〇
尾
田
政
府
委
員 

先
生
御
指
摘

の
と
お
り
、
言
い
っ
放
し
、
聞
き
っ
放

し
と
い
う
の
で
は
全
く
意
味
が
な
い
と

い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
し
て
、
具

体
の
河
川
整
備
計
画
の
案
を
策
定
す
る

段
階
で
、
十
二
分
に
案
を
策
定
す
る
た

め
に
、
案
の
案
、
原
案
の
案
、
そ
う
い

う
意
味
で
は
原
案
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

こ
れ
を
御
提
示
を
い
た
し
ま
し
て
、
そ

れ
に
つ
い
て
御
意
見
を
い
た
だ
く
、
そ

の
上
で
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
修
正

を
す
る
と
い
う
形
で
考
え
て
お
り
ま
す

の
で
、
ま
さ
に
そ
の
河
川
整
備
計
画
に

関
係
住
民
の
皆
さ
ん
方
の
意
向
が
反
映

を
し
て
い
く
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お

り
ま
す
。」 

 

有
識
者
会
議
の
意
見
を
聞
く
だ
け
で

よ
い
と
す
る
河
川
部
長
は
、
河
川
法
改

正
の
本
旨
及
び
こ
の
国
会
答
弁
を
軽
視

す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を

示
さ
れ
た
い
。 

二 

有
識
者
会
議
の
運
営
に
つ
い
て 

 

（一
）有
識
者
会
議
の
強
行
日
程 

 

九
月
二
十
五
日
、
十
月
四
日
、
十
六
日

と
立
て
続
け
に
、
一
〇
日
に
一
回
の
ペ
ー

ス
で
利
根
川
・
江
戸
川
有
識
者
会
議
が
開

か
れ
て
き
た
。
十
一
月
も
同
様
な
ペ
ー
ス

で
会
議
の
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
聞

く
。
利
根
川
・
江
戸
川
有
識
者
会
議
は
常

識
を
超
え
た
強
行
日
程
が
組
ま
れ
て
い
る
。

忙
し
い
各
委
員
が
資
料
を
事
前
に
読
み
込

ん
で
、
会
議
に
臨
む
た
め
に
は
、
一
カ
月

に
一
回
の
開
催
が
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で

あ
り
、
そ
れ
以
上
の
開
催
に
は
無
理
が
あ

る
。
一
般
の
審
議
会
な
ど
で
は
そ
の
よ
う

な
日
程
が
組
ま
れ
て
い
る
が
、
利
根
川
・

江
戸
川
有
識
者
会
議
は
異
常
な
強
行
日
程

に
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
こ
と
に
関
し
て
次
の
五
点
を
質
問

す
る
の
で
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

ア 

利
根
川
・
江
戸
川
有
識
者
会
議

が
一
〇
日
に
一
回
と
い
う
常
識
を
超
え

た
ペ
ー
ス
で
開
催
す
る
の
は
な
ぜ
か
、

そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

【回
答
】二
の
（一
）の
ア
、
イ
、
エ
及
び
オ

に
つ
い
て 

 

御
指
摘
の
「常
識
を
超
え
た
ペ
ー
ス
」、

「常
識
を
超
え
た
強
行
日
程
」及
び
「通

常
の
審
議
会
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
利
根

川
・
江
戸
川
有
識
者
会
議
は
規
約
等
に

基
づ
い
て
適
切
に
開
催
及
び
運
営
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
規

約
等
に
基
づ
い
て
適
切
に
開
催
及
び
運

営
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

 

な
お
、
利
根
川
水
系
利
根
川
・
江
戸

川
河
川
整
備
計
画
の
策
定
の
予
定
時
期

に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
未
定
で
あ
る
。 

  

イ 

常
識
を
超
え
た
ペ
ー
ス
で
開
催

す
る
理
由
が
利
根
川
の
河
川
整
備
計
画

の
早
期
策
定
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
策

定
の
予
定
時
期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

  

ウ 

利
根
川
の
河
川
整
備
計
画
の
策

定
ま
で
に
関
東
地
方
整
備
局
が
考
え
る
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手
続
き
の
実
施
予
定
時
期
、
す
な
わ
ち
、

有
識
者
会
議
の
審
議
終
了
時
期
、
公
聴

会
の
実
施
時
期
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
の
実
施
時
期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

【回
答
】二
の
（一
）の
ウ
に
つ
い
て 

 

利
根
川
水
系
利
根
川
・
江
戸
川
河
川

整
備
計
画
の
策
定
に
係
る
今
後
の
手
続

の
実
施
予
定
時
期
に
つ
い
て
は
、
現
時
点

で
未
定
で
あ
る
。 

  

エ 

通
常
の
審
議
会
で
は
前
回
の
会

議
の
議
事
録
を
各
委
員
に
配
付
し
て
、

各
委
員
が
前
回
の
会
議
の
情
報
を
共
有

し
た
上
で
会
議
に
臨
め
る
よ
う
に
し
て

い
る
が
、
利
根
川
・
江
戸
川
有
識
者
会

議
で
は
な
ぜ
、
委
員
に
対
し
て
そ
の
よ

う
な
配
慮
を
し
な
い
の
か
、
そ
の
理
由

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

  

オ 

利
根
川
・
江
戸
川
有
識
者
会
議

は
常
識
を
超
え
た
強
行
日
程
が
組
ま
れ

て
い
る
た
め
、
上
述
の
と
お
り
、
各
委

員
が
資
料
を
検
討
す
る
間
も
な
く
、
会

議
に
臨
ま
ざ
る
を
得
ず
、
実
り
あ
る
審

議
を
行
う
上
で
明
ら
か
に
支
障
と
な
っ

て
い
る
。
利
根
川
・
江
戸
川
有
識
者
会

議
の
開
催
間
隔
を
あ
け
て
、
実
り
あ
る

審
議
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
改
善
す
る
考

え
は
な
い
の
か
。 

 （
二
）
会
議
開
催
の
公
表
時
期 

 

利
根
川
・
江
戸
川
有
識
者
会
議
の
開
催

の
期
日
と
場
所
は
、
直
前
ま
で
公
表
さ
れ

な
い
。
二
～
四
日
前
の
夕
方
に
よ
う
や
く

開
催
が
公
表
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。 
 

有
識
者
会
議
の
審
議
の
動
向
に
は
一
般

市
民
も
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
一
般
市
民
が
傍
聴
に
極
力
参
加

で
き
る
よ
う
に
、
有
識
者
会
議
の
日
程
を

な
る
べ
く
早
く
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
が
、
関
東
地
方
整
備
局
に

は
一
般
市
民
は
眼
中
に
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

一
般
市
民
が
傍
聴
に
極
力
参
加
で
き
る

よ
う
に
、
会
議
開
催
の
公
表
時
期
を
現
状

よ
り
早
め
る
考
え
は
な
い
の
か
、
政
府
の

見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

【回
答
】二
の
（二
）に
つ
い
て 

 

利
根
川
・
江
戸
川
有
識
者
会
議
の
開
催

の
周
知
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
利
根

川
・
江
戸
川
有
識
者
会
議
公
開
規
定
第

二
条
に
従
っ
て
適
切
に
実
施
さ
れ
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。 

 

（
三
）
有
識
者
会
議
委
員
へ
の
資
料
送
付 

 
 

有
識
者
会
議
の
委
員
に
は
、
各
委
員

が
会
議
の
配
付
資
料
を
事
前
に
検
討
で
き

る
よ
う
に
、
配
付
資
料
を
早
め
に
送
付
す

る
の
は
ご
く
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
九
月
二
十
五
日
の
会
議
で
は
午
前

の
会
議
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

配
付
資
料
を
関
東
地
方
整
備
局
が
委
員
に

発
送
し
た
の
は
、
二
十
三
日
の
夕
方
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
事
前
に
配
付
資
料

に
目
を
通
す
こ
と
な
く
、
会
議
に
臨
ま
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
委
員
も
多
か
っ
た
と
見

ら
れ
る
。 

 

有
識
者
会
議
委
員
へ
の
資
料
配
付
の
時

期
を
現
状
よ
り
早
め
る
考
え
は
な
い
の
か
、

政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 
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【回
答
】二
の
（三
）に
つ
い
て 

 
利
根
川
・
江
戸
川
有
識
者
会
議
で
新
た

に
配
布
さ
れ
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
引
き

続
き
、
基
本
的
に
は
資
料
が
作
成
さ
れ
次

第
、
速
や
か
に
委
員
に
送
付
さ
れ
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。 

 

三 

利
根
川
水
系
全
体
の
河
川
整
備

計
画
の
策
定
に
つ
い
て 

（
一
） 

利
根
川
水
系
に
お
け
る
四
ブ
ロ
ッ

ク
の
有
識
者
会
議
の
開
始
時
期 

 

利
根
川
に
は
大
き
な
支
川
が
い
く
つ
も

あ
り
、
そ
れ
ら
の
支
川
も
含
め
て
、
河
川

整
備
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

支
川
と
本
川
は
相
互
に
関
係
し
て
い
る
か

ら
、
河
川
整
備
計
画
は
一
体
的
に
策
定
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
特
に
支
川
の
状
況
が

本
川
に
影
響
す
る
か
ら
、
本
川
の
河
川
整

備
計
画
を
支
川
の
そ
れ
よ
り
先
に
策
定
す

る
こ
と
は
、
科
学
的
見
地
か
ら
見
て
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
現
在
、
開
催
さ
れ
て
い
る

の
は
利
根
川
と
江
戸
川
と
い
う
本
川
関
係

を
審
議
す
る
利
根
川
・
江
戸
川
有
識
者
会

議
の
み
で
あ
る
。
平
成
八
年
十
一
月
～
十

年
五
月
に
行
わ
れ
た
利
根
川
水
系
河
川
整

備
計
画
の
策
定
作
業
で
は
、
利
根
川
水
系

を
利
根
川
・
江
戸
川
、
鬼
怒
川
・
小
貝
川
、

霞
ケ
浦
、
渡
良
瀬
川
、
中
川
・
綾
瀬
川
の

五
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
、
本
川
だ
け
で

な
く
、
支
川
そ
れ
ぞ
れ
に
も
有
識
者
会
議

を
設
置
し
た
。
今
回
、
利
根
川
・
江
戸
川

有
識
者
会
議
以
外
の
四
ブ
ロ
ッ
ク
の
有
識

者
会
議
を
そ
れ
ぞ
れ
、
い
つ
開
催
す
る
の

か
、
そ
の
予
定
時
期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 【回

答
】三
の
（一
）に
つ
い
て 

 
御
指
摘
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
利
根
川
水
系
の

直
轄
管
理
区
間
に
お
け
る
河
川
法
第
十

六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
整

備
計
画
に
つ
い
て
は
、
関
東
地
方
整
備
局

長
が
同
条
第
三
項
の
趣
旨
に
基
づ
き
学

識
経
験
を
有
す
る
者
等
の
意
見
を
聴
く

場
と
し
て
利
根
川
・江
戸
川
有
識
者
会
議
、

渡
良
瀬
川
有
識
者
会
議
、
鬼
怒
川
・小
貝

川
有
識
者
会
議
、
霞
ヶ
浦
有
識
者
会
議
及

び
中
川
・綾
瀬
川
有
識
者
会
議
（以
下
「利

根
川
・
江
戸
川
有
識
者
会
議
等
」
と
い

う
。
）の
設
置
等
を
行
い
、
利
根
川
水
系
利

根
川
・江
戸
川
河
川
整
備
計
画
、
渡
良
瀬

川
河
川
整
備
計
画
、
鬼
怒
川
河
川
整
備

計
画
、
小
貝
川
河
川
整
備
計
画
、
霞
ヶ
浦

河
川
整
備
計
画
及
び
中
川
・綾
瀬
川
河
川

整
備
計
画
（
以
下
「
利
根
川
水
系
利
根

川
・
江
戸
川
河
川
整
備
計
画
等
」
と
い

う
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
策
定
す
る
こ
と
と
し

て
お
り
、
お
尋
ね
の
「
四
ブ
ロ
ッ
ク
の
有
識

者
会
議
」の
今
後
の
開
催
時
期
に
つ
い
て
は
、

現
時
点
で
未
定
で
あ
る
。 

 

（二
） 

全
国
の
一
級
河
川
直
轄
区
間
の
河

川
整
備
計
画
に
つ
い
て 

 

ア 

全
国
の
一
級
河
川
の
直
轄
区

間
で
河
川
整
備
計
画
が
策
定
さ
れ
て

き
て
い
る
。
一
級
河
川
の
直
轄
区
間
で

今
ま
で
に
河
川
整
備
計
画
が
策
定
さ

れ
た
水
系
の
数
、
及
び
そ
の
う
ち
、
水

系
一
体
で
は
な
く
、
水
系
を
支
川
と
本

川
に
分
離
し
て
河
川
整
備
計
画
を
策
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定
し
た
河
川
に
つ
い
て
そ
の
水
系
名

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 
イ 

支
川
と
本
川
に
分
離
し
て
直

轄
区
間
の
河
川
整
備
計
画
を
策
定
し

た
河
川
に
つ
い
て
、
各
支
川
、
本
川
の

そ
れ
ぞ
れ
の
策
定
時
期
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。 

 

ウ 

上
記
イ
の
答
弁
を
踏
ま
え
て
、

本
川
の
河
川
整
備
計
画
を
支
川
の
そ

れ
よ
り
先
に
策
定
し
た
例
が
一
級
河

川
の
直
轄
区
間
で
今
ま
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

【回
答
】三
の
（二
）に
つ
い
て 

 

御
指
摘
の
「支
川
と
本
川
に
分
離
し

て
」
及
び
「本
川
の
河
川
整
備
計
画
を

支
川
の
そ
れ
よ
り
先
に
策
定
し
た
」の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
平
成
二
十
四
年
十

一
月
五
日
時
点
で
、
一
級
河
川
の
直

轄
管
理
区
間
に
つ
い
て
河
川
法
第
十

六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川

整
備
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
水
系

の
数
は
七
十
六
、
こ
の
う
ち
、
一
の
水

系
に
係
る
一
級
河
川
の
直
轄
管
理
区

間
を
分
割
し
て
複
数
の
河
川
整
備
計

画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
水
系
は
石
狩

川
水
系
で
あ
り
、
同
水
系
に
係
る

個
々
の
河
川
整
備
計
画
の
名
称
及
び

そ
の
策
定
年
月
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

石
狩
川
水
系
千
歳
川
河
川
整
備

計
画 

平
成
十
七
年
四
月
十
二

日 

 

石
狩
川
水
系
夕
張
川
河
川
整
備

計
画 

平
成
十
七
年
四
月
十
二

日 

 

石
狩
川
水
系
幾
春
別
川
河
川
整

備
計
画 

平
成
十
八
年
三
月
二

十
八
日 

 
石
狩
川
水
系
豊
平
川
河
川
整
備

計
画 
平
成
十
八
年
九
月
二
十

二
日 

 

石
狩
川
水
系
空
知
川
河
川
整
備

計
画 

平
成
十
八
年
十
二
月
二

十
八
日 

 

石
狩
川
水
系
雨
竜
川
河
川
整
備

計
画 

平
成
十
九
年
五
月
九
日 

 

石
狩
川
水
系
石
狩
川
（
上
流
）
河

川
整
備
計
画 

平
成
十
九
年
九

月
十
三
日 

 

石
狩
川
水
系
石
狩
川
（
下
流
）
河

川
整
備
計
画 

平
成
十
九
年
九

月
十
三
日 

 四 

官
房
長
官
裁
定
の
条
件
に
つ
い
て 

 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
、
八

ッ
場
ダ
ム
本
体
工
事
費
の
予
算
案
計
上
に

つ
い
て
民
主
党
が
反
対
の
意
思
を
示
し
た

こ
と
に
よ
り
、
藤
村
修
官
房
長
官
は
前
田

武
志
国
交
大
臣
と
前
原
誠
司
民
主
党
政
調

会
長
に
対
し
て
、
本
体
工
事
費
の
予
算
計

上
に
関
し
て
、 

「
１ 

現
在
作
業
中
の
利
根
川
水
系
に

関
わ
る
「
河
川
整
備
計
画
」
を
早
急
に

策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
基
準
点
（
八

斗
島
）
に
お
け
る
「
河
川
整
備
計
画
相

当
目
標
量
」
を
検
証
す
る
。 

２ 

ダ
ム
検
証
に
よ
っ
て
建
設
中
止
の

判
断
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
ダ
ム
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建
設
予
定
だ
っ
た
地
域
に
対
す
る
生
活

再
建
の
法
律
を
、
川
辺
川
ダ
ム
建
設
予

定
地
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
と
り
ま

と
め
、
次
期
通
常
国
会
へ
の
提
出
を
目

指
す
。」
の
二
条
件
の
遵
守
と
、
こ
れ
ら

を
踏
ま
え
て
判
断
す
る
こ
と
を
求
め
る

裁
定
を
下
し
た
。 

 

こ
の
う
ち
、
２
の
条
件
に
つ
い
て
は
「
ダ

ム
事
業
の
廃
止
等
に
伴
う
特
定
地
域
の
振

興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
」
が
三
月
十

三
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
利
根
川

水
系
河
川
整
備
計
画
の
策
定
と
い
う
１
の

条
件
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
件
が
ク

リ
ア
さ
れ
な
い
限
り
、
八
ッ
場
ダ
ム
本
体

工
事
の
着
工
は
な
く
、
実
際
に
平
成
二
十

四
年
度
の
八
ッ
場
ダ
ム
事
業
の
当
初
予
算

は
本
体
工
事
費
約
一
七
億
円
を
除
く
約
一

一
八
億
円
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

官
房
長
官
の
裁
定
が
求
め
て
い
る
の
は
、

あ
く
ま
で
「
利
根
川
水
系
に
関
わ
る
河
川

整
備
計
画
」、
す
な
わ
ち
、
利
根
川
水
系
全

体
の
直
轄
区
間
の
河
川
整
備
計
画
の
策
定

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
、
開
催
さ
れ

て
い
る
の
は
上
述
の
と
お
り
、
利
根
川
と

江
戸
川
と
い
う
本
川
関
係
を
審
議
す
る
利

根
川
・
江
戸
川
有
識
者
会
議
の
み
で
あ
る
。

利
根
川
・
江
戸
川
と
い
う
本
川
だ
け
の
河

川
整
備
計
画
を
策
定
す
る
の
で
は
、
官
房

長
官
裁
定
の
条
件
を
ク
リ
ア
し
た
こ
と
に

な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

 
 

官
房
長
官
の
裁
定
に
沿
っ
て
、
利
根

川
水
系
全
体
の
直
轄
区
間
の
河
川
整
備
計

画
を
い
つ
策
定
す
る
予
定
な
の
か
、
政
府

の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

【回
答
】四
に
つ
い
て 

 

御
指
摘
の
「
官
房
長
官
の
裁
定
が
求
め

て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
「利
根
川
水
系
に

関
わ
る
河
川
整
備
計
画
」
、
す
な
わ
ち
、

利
根
川
水
系
全
体
の
直
轄
区
間
の
河
川

整
備
計
画
の
策
定
で
あ
る
。
」
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日

に
、
八
ッ
場
ダ
ム
建
設
事
業
に
係
る
予
算

を
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
計
上
す
る

に
先
立
ち
、
前
田
国
土
交
通
大
臣
（
当

時
）
及
び
前
原
民
主
党
政
策
調
査
会
長

（
当
時
）
に
、
「
一
．
現
在
作
業
中
の
利
根

川
水
系
に
関
わ
る
「
河
川
整
備
計
画
」
を

早
急
に
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
基
準
点

（八
斗
島
）に
お
け
る
「河
川
整
備
計
画
相

当
目
標
量
」を
検
証
す
る
。
」、
「二
．
ダ
ム

検
証
に
よ
っ
て
建
設
中
止
の
判
断
が
あ
っ

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
ダ
ム
建
設
予
定
だ
っ

た
地
域
に
対
す
る
生
活
再
建
の
法
律
を
、

川
辺
川
ダ
ム
建
設
予
定
地
を
一
つ
の
モ
デ

ル
と
し
て
と
り
ま
と
め
、
次
期
通
常
国
会

へ
の
提
出
を
目
指
す
。
」、
「三
．
八
ッ
場
ダ

ム
本
体
工
事
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
二
点

を
踏
ま
え
、
判
断
す
る
。
」
と
の
藤
村
内

閣
官
房
長
官
の
裁
定
（
以
下
「
官
房
長
官

裁
定
」と
い
う
。
）が
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

御
指
摘
の
「官
房
長
官
の
裁
定
に
沿
っ
て
、

利
根
川
水
系
全
体
の
直
轄
区
間
の
河
川

整
備
計
画
を
い
つ
策
定
す
る
」
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
利
根
川
水
系
の
直
轄
管
理
区
間
に
お

け
る
河
川
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
河
川
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、

関
東
地
方
整
備
局
長
が
平
成
十
八
年
か

ら
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
等
の
意
見
を



 8

聴
く
場
で
あ
る
利
根
川
・江
戸
川
有
識
者

会
議
等
を
設
置
し
て
利
根
川
水
系
利
根

川
・江
戸
川
河
川
整
備
計
画
等
と
し
て
策

定
を
進
め
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
策
定
の
予

定
時
期
は
い
ず
れ
も
現
時
点
で
未
定
で
あ

る
。 

 

な
お
、
八
ッ
場
ダ
ム
建
設
事
業
に
つ
い
て

は
、
官
房
長
官
裁
定
を
踏
ま
え
、
国
土
交

通
大
臣
が
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。 

  


